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平成25年４月17日
一部更新 平成25年４月23日
一部更新 平成26年３月３日
一部更新 平成26年３月13日
一部更新 平成26年４月18日

農林水産省生産局農産部地域作物課

甘味資源作物安定生産体制緊急確立事業：効率的機械作業体制緊急整備事業Ｑ＆Ａ

質 問 回 答

【総論】

1 対象品目ごとの事業対象地域はどのようになり 本事業は、補助対象地域を「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（昭和40年法律第109
ますか。 号）第19条第1項及び第33条第１項の指定地域の区域内」としており、対象品目ごとの指定地

域は下記のとおりです。
てん菜及びばれいしょ：北海道
さとうきび：鹿児島県（種子島、奄美諸島）及び沖縄県

※ かんしょについては、本事業（H25年度補正予算）ではなく、H26年度当初予算（産地活
性化総合対策事業のうち農畜産業機械等リース支援事業）により支援を実施いたします。

2 ばれいしょはでん粉原料用に限りますか。 本事業は、全用途（生食・加工食品用・でん粉原料用・種子用等）を対象としています。

3 補助対象となっている「セルフアンローダー」 「ばれいしょ自動排出装置付搬送機」のことで、種子や収穫物の搬送に使用するための機
とは、どのような機械でしょうか。 械です。

【事業実施主体関係】

4 複数の農業者が集まって組織をつくり、事業実 事業実施計画書に設立年月日や構成員を記載する箇所があります。事業実施計画書を各基
施主体になろうと考えていますが、この組織は、 金管理団体へ提出する前に設立して下さい。
事業申請を行った後で作ることにしてもよいで
すか。

5 農業協同組合が事業実施主体となる場合の「受 農協が事業実施主体となる場合でも、実施要領に定めるとおり、３戸以上の受益者がいる
益地区（受益戸数）」の考え方について教えて こと等の要件を満たす必要があります。
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下さい。 ここで言う「受益者」とは、本事業で導入した農業機械を使用し、成果目標の達成に向け
た取組を実施する生産者・生産受託者・委託者等であり、受益戸数は、その戸数ということ
になります。農協が事業実施主体となることで、農協管内全てが自動的に受益地区になると
いうことではありません。

6 事業実施主体（農業協同組合等）が機械をリー 本事業で導入した機械を転貸することは認めておりません。ただし、農協が事業実施主体
ス導入し、これを機械利用組合等に転貸する形 となり機械を導入し、事業計画に定めた受益地区（組合員等）の作業を受託することは可能
で事業を実施することは可能ですか。 です。

【成果目標関係】

7 「現状値」の設定方法について教えて下さい。 「現状値」は、原則、直近のデータとしますが、直近年が異常年（気象災害や病害虫被害
等により著しく単収が減少した年、又は、豊作により著しく単収が増加した年等）であった
場合には、さらに前年のデータ又は過去数ヶ年の平均とすることもできます。

ただし、その場合には、直近年が異常年であることがわかる資料を添付して下さい。
なお、異常年の判断は成果目標ごとの指標に基づいて行います。例えば、成果目標が単

収の場合、直近年が異常年かどうかは単収で判断し、糖度の高低では判断しませんのでご
留意下さい。

8 「優良品種の作付面積増加」を成果目標としたい 優良品種とは、各道県において優良認定された品種又は地域在来登録された品種等を想定
のですが、「優良品種」としては具体的にどのよう しています。
なものが認められますか。 例えば、てん菜であれば、既存品種より高糖性、病害虫抵抗性、ばれいしょであれば、既

存品種より加工適性、病害虫抵抗性等が優れた品種となります。

9 「優良品種の作付面積増加」を成果目標とする場 優良品種の導入に係る成果目標の設定方法としては、以下の２つがあります。
合、その設定方法について、注意すべき点があれ ① 作付面積全体に占める優良品種の割合を、５ポイント以上増やす。
ば教えて下さい。 ② 現在優良品種が作付けされていない農地について、その３割（30ポイント）以上に優良

品種を導入する。
①と②では増加率（ポイント）の捉え方が異なりますので混同しないようご留意下さい。

下表の具体例、別添のイメージ図もご参照下さい。

＜①の設定方法の例＞
面積 割合

全体面積 １００ha 100％
既導入面積 １０ha 10％
新規導入面積 ５ha 5％

（５ポイント増加）
成果目標 １５ha 15％

＜②の設定方法の例＞
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面積 割合
全体面積 １００ha －

既導入面積 ９０ha －
未導入面積 １０ha 100％
新規導入面積 ３ha 30％

（30ポイント増加）
成果目標 ９３ha －

10 「労働時間の削減」を成果目標とする場合、その設 １．当該品目に係る全ての労働時間（育苗・は種～収穫まで）で設定して下さい。
定方法について、注意すべき点があれば教えて 例えば、てん菜の収穫機のみを導入する場合であっても、成果目標としては、「てん菜
下さい。 の収穫作業時間の削減率」ではなく、「てん菜の生育全体に係る作業時間の削減率」とし

て設定していただく必要があります。

２．作業受委託により労働時間の削減を図る場合、
（１）受益農家の外部の者（いわゆるコントラクター）への作業委託の場合は、労働時間の

削減がそのまま成果目標となり得ますが、
（２）受益農家間で作業受委託を行う場合に、受託農家の労働時間の削減分だけを取り出し

て成果目標とすることはできない（委託した農家の労働時間は減るが、その分受託した
農家の労働時間が増えるため）

ので、ご留意願います。
上記（１）と（２）の違いについては、別添参考資料もご確認下さい。

【リース契約関係】

11 助成金は、事業実施主体に対してではなく、基金管 本事業は、生産者組織等とリース事業者との共同実施（共同申請）ではなく、生産者組織
理団体からリース会社に対して直接支払ってもら 等が単独で事業実施主体となることから、基金からの助成金は事業実施主体である生産者組
うこともできますか。 織に対して支払われることとなります。

12 耐用年数未満のリース契約も可能ですか。 耐用年数未満のリース契約は可能です。４年以上、法定耐用年数以内の要件を満たしてい
れば、事業に必要となる期間を設定していただくことができます。

13 所有権移転を前提としたリース契約も可能です 本事業は「リース方式による導入」に対する支援であり、購入補助ではありません。
か。 したがって、個人の資産形成に資するものと解釈されるような所有権移転を前提とした契

約、例えば、リース期間満了後に耐用年数未満の物件を購入する旨の取り決めをあらかじめ
行っておくことなどは適当でありません。

14 リース期間満了後の物件の処分方法に指定はあ リース期間満了後の物件の処分方法について指定はありません。再リース、返還又は破棄
りますか。 等の取扱いをリース事業者との間で決めていただくこととなります。
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【入札関係】

15 リース事業者の選定は、具体的にはどのように行 原則として、一般競争入札によりリース事業者を選定していただく必要があります。
えばよいですか。 産地におけるリース事業者数が少ない等合理的な理由がある場合には、指名競争入札（原

則３者以上）とすることも可能ですが、その場合には、事業実施計画書に指名業者選定の考
え方を記載する必要があります。

16 一般競争入札（又は指名競争入札）の具体的な方 本事業のリース業者の選定にあたっては、一定期間の公示（公示期間は10日間以上（土日
法について教えて下さい。 祝日を含まない）を確保すること）により、広く周知を図ることが必要です。

なお、入札書には、総事業費全体額を記載して頂くこととし、内訳としてリース見積書の
内訳と同様の項目を記載頂く必要があります。（内訳を別紙として添付することも可能）

また、事業実施主体は、予定価格の作成において、２者以上の見積書に基づき作成するも
のとし、その作成経緯に関する証拠書類を整備・保管を行うものとします。

17 事業実施主体は、導入する農業機械の機種を予 効率的な入札を行うため、導入を見込む農業機械の機種を絞り入札を実施することは可能
め指定して入札を行ってもよいですか。 です。

【事業実施計画の記載方法、申請手続関係】

18 事業実施計画の記載に当たり、注意すべき点が 別添資料を参照願います。
あれば教えて下さい。 特に、導入機械の規模の適正性を判断する必要があることから、「規模決定の根拠」、「既

存の農業機械の利用計画」について、記載漏れがないよう、十分ご留意願います。

19 事業実施計画書に添付する書類は、どのようなも ① 事業実施主体の活動や財務状況に係る資料
のが必要となるのでしょうか。 ・ 規約

・ 役員名簿
・ 総会資料等応募者の活動内容が分かる資料

② 補助対象機械に係る資料
・ 機械利用運営規定
・ リース機械納入業者及びリース会社の見積書（それぞれ2者以上）
・ カタログ・パンフレット等
・ 受益農家、受益面積、機械決定規模が分かる資料
・ 関係する県、市町村において、過去（耐用年数の範囲内）、国庫事業により導入した農業機
械等の実績及び地区を示した資料（対象は今回導入するものと同種のもの）

③ その他
・ 国及び基金管理団体の審査等の過程で、必要となる別途資料（成果目標の根拠とな
る資料など（必要に応じて））
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20 申請に当たり、記載漏れ等がないかについて、 地方農政局等に直接持ち込んでいただく方法のほか、郵送、メール、ＦＡＸでも構いませ
地方農政局等で事前に確認してもらえるとのこ ん。
とですが、どのようにすればよいですか。 ＪＡ等の地域の代表者が複数の事業実施主体分をまとめて持ち込み又は郵送していただい

ても構いません。
ただし、いずれの場合でも、書類の紛失や確認漏れを防ぐため、事前又は事後に電話等に

よる確認を行っていただければと思います。


